
 

（平成27年4月施行） 

 
目的： 
  地下水とそれを育む土を未来へ引き継ぐため、農業者等が安心して地下  
 水と土を育む農業に取り組むことができるように、さまざまな施策を講じなが 
 ら県民一体となって支えることを目的としています。 

 

 
 
 地下水と土を育む農業への主体的な
取組を行うこととしています。 

 
 
 地下水と土を育む農業に対する
理解を深め、地下水と土を育む農
業により生産された農産物を消費
するなど自主的な利用に取り組む
よう努めることとしています。 

農業者 県民 

              県民会議の設置、県民への理解促進、販売機会の拡大を図ります 
 

              土づくりと土壌分析の推進、グリーン農業の取組みを一段と進めます 

良質な堆肥の生産推進や広域流通、堆肥を利用しやすい環境の整備を支援 
します。 

飼料用米等の作付拡大、湛水の拡大、飼料用米等を利用した農畜産物を振興 
します。 

①地下水と土を育む農業を支える試験研究 
②県内大学等と連携した調査研究 
③地下水と土を育む農業を支える技術の普及 

（平成27年度～平成31年度） 

県民の理解促進 
販売・購入機会の拡大 
（認証制度含む） 

Ⅰ県民と協働した県民運  
 動の展開 

Ⅱグリーン農業による土 
 づくりを基本とした化 
 学肥料・農薬の削減等  
 の推進 

Ⅲ家畜排せつ物を使用し 
 た良質な堆肥の生産と  
 広域流通の推進 

Ⅴ地下水と土を育む農業 
 を支える試験研究及び 
 技術の普及 

Ⅳ飼料用米等の作付拡大 
 や湛水等水田の有効活 
 用推進 

グリーン農業の生産拡大 
グリーン農業の取組みの高
度化促進 

目標：地下水と土を50年先100年先の未来に引き継ぐ 

地下水のかん養 
飼料用米を利用した農畜産
物の振興 

良質な堆肥生産 堆肥の広域流通 

地下水と土を育む農業とは： 
  地下水の水質や量の保全、地力の増進に寄与するように、土づくりを行い 
 ながら減農薬・減化学肥料の取組や堆肥の活用、飼料用米作付、水田湛  
 水等の取組を行う農業のことをいいます。 

 
 地下水と土を育む農業で生産された
農産物の供給に努めることとしていま
す。 

販売業者 

みんなで地下水を育む農業を支えましょう 

行政 



お問い 
合わせ先 

熊本県農林水産部生産局農業技術課 地下水と土を育む農業推進班 
 TEL:096-333-2383  FAX:096-381-8491 
 ホームページアドレス http://kumamoto-green.com/ 

 または、最寄りの地域振興局・熊本農政事務所にお問い合わせください。 

  
 
１ 地下水と土を育む農業 
 

 「地下水と土を育む農業推進条例」第２条で、土づくりを行うことにより化学肥料

及び農薬の使用を減少させ又は原則として使用しない取組み、家畜排せつ物を使

用した良質な堆肥を生産及び流通させる取組み、飼料用米等の生産とその飼料

の利用による畜産物の生産等及び農作物を作付しない期間における湛水等水田

を有効活用に寄与する取組みいずれかの取組みを行う農業であって、地下水の

水質、水量の保全又は地力の増進に資すると認められるものと定義しています。 

 
  
２ グリーン農業 
 

 熊本県が推進する「くまもとグリーン農業」のこと。くまもとグリーン農業総合推進

事業実施要綱で、土づくりを基本として、慣行農法に比べて化学肥料や化学合成

農薬を削減するなど環境にやさしい農業と定義されている。 

くまもとグリーン農業には、くまもとグリーン農業生産宣言制度の環境にやさしい農

業、エコファーマー、国のガイドラインに基づく「特別栽培農産物」、熊本型特別栽

培農産物「有作くん」、有機農業、有機農産物の諸制度を含みます。 
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熊本県地下水と土を育む農業推進県民会議・熊本県 


